
 

令和７年度 

小郡市市民提案型協働事業補助金 
募集要領 

 

 

少子高齢化や公的サービスの高度化・多様化が進む中、市民活動団体※には、新たな公的

サービスの担い手としての役割が期待されています。 

市民提案型協働事業は、市民活動団体が提案する、市との協働によって地域課題の解決に

あたる取り組みに対し、市が財政面・広報面などで支援する事業です。 

小郡市がめざす「 多様な主体が担う地域づくり」、 市民主体の地域づくり」をさらに進め

ていくことを目的としています。 

※市民活動団体…NPOやボランティア団体など 

 

 

 

1「 対象となる団体・事業 

①団体の条件 

小郡市内に活動拠点を置く 5名以上の団体 

 

②事業の条件 

次のすべての条件を満たす事業が対象です。 

・地域課題の解決につながると認められる事業 

・行政と協働して実施することが妥当であると認められる事業 

・市民活動団体の特性や専門性を生かした事業 

・主に小郡市内又は小郡市民を対象として実施する事業  

・当該年度中（補助決定日～令和 8年 3月 31 日）に終了する事業 

 

③対象外の事業 

・物販などの営利を目的とした事業 

・団体構成員の親睦のみを目的とした事業  

・特定の団体や個人のみが利益を受ける事業 

・政治活動及び宗教活動 

・市の委託や他の補助制度を利用して実施する事業 

 

 

【令和 6年度に採択された事業】 

子どもと大人の居場所づくり／子育て世代向けコンサートの開催／ 

高校入試進路相談／障がい児サポーターの学習会／市民参加型イベントの開催／ 

空き家の利活用研究事業／TNRサポート事業 など 



 

2「 補助の対象となる経費と補助率 

項目 内容 補助率 

報酬 外部講師等に支払う謝金 

10 分の 10 以内 

旅費 
外部講師等への交通費や宿泊費 
スタッフの交通費 

消耗品費 事業の実施に係る消耗品費 

燃料費 機材、車両等の燃料費 

印刷製本費 チラシ、パンフレット等の印刷費 

光熱水費 事業の実施に係る光熱水費 

通信運搬費 連絡等のための郵便代、電話代等 

広告料 新聞・雑誌等への広告料 

手数料 手続等に係る手数料 

保険料 事業の実施に係る保険料 

委託料 
事業の実施に関わる行為の一部を 
外部に委託する際の委託料 

使用料・賃借料 会場使用料や機材・車両等の借上料 

備品購入費 事業の実施に係る備品の購入費 

・補助の上限あり 

（1品あたり単価 5万円） 

・パソコン等のOA機器は 

2 分の 1以内の補助とし、 

かつ 1品あたり上限 5万円 

・総事業費に占める備品購入 

 費は 2分の 1以内 

その他市長が 
必要と認める費用 

上記以外で市長が必要と認める費用 10 分の 10 以内 

※備品を購入する場合は、収支予算書に見積書の添付が必要です。 

備品にあたる物品など、詳細は別紙 物品分類表」をご確認ください。 

※対象外となる経費があります。 

例：スタッフの人件費、施設整備費、食糧費など 



 

3「 補助メニュー 

市民提案型協働事業では、団体の活動実績や事業の段階に応じて利用できる、2つの補助 

メニューを用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4「 審査スケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

書類提出 4 月 18 日（金）までに応募書類を提出してください。 

一次審査 提出された書類をもとに、要件を満たしているか審査します。 

二次審査 
【4月 30 日（水）午後】 
応募団体によるプレゼンテーションと、ヒアリングによる審査です。 
協働の対象となる事業担当課も審査に参加します。 

事業採択 
【5月上旬】 

採択団体の決定後、結果をすべての応募団体に通知します。 

事業実施 決定通知後、事業を実施してください。 

 

スタート応援補助金 

市民活動をこれから始めたい、団体を立ち

上げたいと考えている皆さんの、新たな取

り組みのスタートを応援します。 

 

条件  公益性があり、次年度以降の実現 

可能性が高いと判断される事業 

であること 

補助額 1 件あたり上限 10 万円 

（3件程度採択予定） 

協働事業補助金 

市民活動団体が提案する、市との協働によ

り地域課題の解決にあたる事業を支援し

ます。 

 

条件  活動実績が 1 年以上ある団体が 

実施する事業で、公益性が認めら 

れる事業であること 

補助額 1 件あたり上限30 万円 

（6件程度採択予定） 



 

5「 応募について 

募集期間 令和 7年 4月 1日（火）～令和 7年 4月 18 日（金） 

応募方法 郵送または持参により、書類を提出 

提出書類 ①事業提案書（様式第１号） 

②事業計画書（様式第１号－２） 

③収支予算書（様式第１号－３） 

④団体調書 （様式第２号） 

⑤構成員名簿（任意様式） 

⑥直近１年間の事業実績報告書（任意様式） 

※指定の様式は、市ホームページからダウンロードできます 

 

 

6「 実績報告書の提出 

事業終了後は、事業実績報告書の提出が必要です。 

提出期限 事業完了日から 30 日以内「または「令和 8年 3月 31 日まで 

提出書類 ①補助金実績報告書（様式第６号） 

②事業実績報告書 （様式第６号－２） 

③収支決算書   （様式第６号－３） 

④事業の様子がわかる写真及びその他必要な資料（任意様式） 

※指定の様式は、市ホームページからダウンロードできます 

 

 

7「 留意事項 

補助金の交付決定を受けた団体が、次の条件のうちいずれかに該当した場合は、交付決定 

を取り消すことがあります。 

ア「虚偽又は事実と異なる申請により補助金の交付決定を受けたとき 

イ「事業の実施が困難と認められるとき 

ウ「事業の変更または一部中止により、当初の目的を達成することができないと認められるとき 

補助金の取り消しを受けたときに、既に受け取った補助金がある場合は、その全部または 

一部を速やかに返還しなければなりません。 

 

 

8「 申込み・問合せ 

小郡市役所「コミュニティ推進課「コミュニティ推進係 

〒838-0198 小郡市小郡 255-1 

電話 0942-73-9126 FAX「0942-73-4466  

community-s@city.ogori.lg.jp 


